
四十五日の方違は大将軍神を忌むことをめぐって　
―『蜻蛉日記』等の注釈の部分的修正―

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2017-12-18

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 中島, 和歌子

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.32150/00010691URL



－　 －27

は
じ
め
に

　

平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
に
も
、物も
の
い
み忌
や
方か
た
い
み忌
・
方か
た
た
が
え違
、
祓は
ら
え

な
ど
、

陰お
ん
よ
う
ど
う

陽
道
の
要
素
が
散
見
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
の
注
釈
書
の
注
に
は
、
修
正
す
べ
き
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　

物
忌
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
冒
頭
の
桐
壺
帝
の

長
期
の
「
物
忌
」
の
注
で
「
天て

ん
い
ち一
神し
ん

」（
和
名
「
中な
か
が
み神
」）
に
言
及
す
る
よ

う
に
、
原
因
を
方
角
神
と
し
た
り
、
ま
た
、
暦
の
凶き

ょ
う

日に
ち

と
関
係
づ
け
た

り
す
る
注
が
見
ら
れ
る
。
物
忌
は
、
災
害
や
怪
異
が
、
あ
る
日
（
怪
日
）、

あ
る
場
所
（
怪
所
）
で
あ
っ
た
時
に
、
六ろ

く
じ
ん壬
占
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
、
あ
る
期
間
（
怪
日
以
後
何
十
日
間
又
は
何
十
五
日
間
、
及
び
複

数
の
節
月
）
の
暦
日
の
五
行
（
怪
日
の
五
行
に
勝
つ
五
行
）
ご
と
に
、
怪

所
の
長
及
び
年ね

ん
と
う当
（
占
い
結
果
の
生
年
十
二
支
に
該
当
）
の
構
成
員
が
、

予
告
さ
れ
た
凶
事
を
予
防
す
る
為
に
、
謹
慎
・
籠
居
す
る
も
の
で
、
天
一

な
ど
の
よ
う
な
方
角
神
や
、
日
の
吉
凶
と
は
、
無
関
係
だ
っ
た
。

　

方
忌
・
方
違
の
側
か
ら
も
、物
忌
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

誤
り
で
あ
る
。
ま
た
、
祟た

た

り
を
避
け
る
べ
き
方
角
神
と
し
て
、「
天
一
神
」

だ
け
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
加
納
重
文
氏
が
夙
に
指
摘
さ
れ

た
よ
う
に（

１
）、

仮
名
作
品
に
お
い
て
も
、
天
一
神
に
限
ら
ず
、
大た
い
し
ょ
う将

軍ぐ
ん

神
、

王お
う
そ
う相
神
、太た
い
は
く白
神
（
和
名
「
一ひ
と

日ひ

め
ぐ
り
」、後
に
「
一ひ
と

夜よ

め
ぐ
り
」
と
も
）

や
、方
角
神
的
な
性
格
も
あ
る
地
神
の
土ど

公く
う

神
が
忌
ま
れ
て
い
る（
２
）。

逆
に
、

『
源
氏
』
な
ど
の
平
安
中
期
の
作
品
の
注
と
し
て
、
院
政
期
以
降
に
忌
ま

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
金こ

ん

神じ
ん

ま
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
不
要

で
あ
る
。

　

作
品
研
究
は
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
理
解
が
あ
っ
て
こ
そ
ゆ
え
、
陰

陽
道
に
限
ら
ず
、
漢
字
な
ど
の
表
記
を
含
め
、
知
識
の
共
有
を
め
ざ
す
べ

き
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
皮
相
的
・
些
末
的
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
方
忌
・
方
違
の
う
ち
、
四
十
五
日
間
、
当
時
の
住
居
以
外

に
連
泊
す
る
方
違
を
取
り
上
げ
る
。「
四
十
五
日
の
方
違
」「
四
十
五
日
の

忌
違
」「
四
十
五
日
違
」
や
、禁
忌
そ
の
も
の
を
指
す
「
四
十
五
日
の
忌
」、

主
に
四
十
五
日
に
一
宿
に
用
い
ら
れ
る
「
四
十
五
日
の
忌
を
避
く
」
な
ど

が
あ
る
が
、
す
べ
て
同
じ
禁
忌
に
基
づ
く
。

　

こ
れ
ら
が
『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
和
泉
式
部
日
記
』『
落
窪
物
語
』『
夜
の

寝
覚
』『
栄
花
物
語
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
知
ら
れ

四
十
五
日
の
方
違
は
大
将
軍
神
を
忌
む
こ
と
を
め
ぐ
っ
て

─
─ 『
蜻
蛉
日
記
』
等
の
注
釈
の
部
分
的
修
正 

─
─
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て
い
た
。
し
か
し
、
依
然
、
知
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状

況
で
あ
る
。
前
述
し
た
物
忌
と
の
混
同
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
忌
む
べ
き
方

角
神
名
を「
王
相
」と
明
示
す
る
も
の
が
多
い
。
い
ず
れ
も
誤
り
で
あ
る
。

　

さ
て
注
釈
書
以
外
の
先
行
研
究
の
う
ち
、
管
見
に
入
っ
た
の
は
、
次
の

四
つ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、『
蜻
蛉
日
記
』
応
和
二
年
（
九
六
一
）
辛
酉

五
月
の
方
違
の
解
釈
を
含
む
。

　

Ａ
吉
川
理
吉
氏
「
四
十
五
日
の
忌
と
著
座
の
儀
─
─
釈
義
（
二
）」（『
国

語
国
文
』
８－

９
、
昭
和
十
三
年
九
月
）

　

Ｂ
加
納
重
文
氏
「
方
違
考
」（『
中
古
文
学
』
24
、
昭
和
五
十
四
年
十
月

／
『
平
安
文
学
の
環
境　

後
宮
・
俗
信
・
地
理
』
和
泉
書
院
、
平
成

二
十
年
）

　

Ｃ
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
氏
『
方
忌
み
と
方
違
え
─
平
安
時
代
の
方

角
禁
忌
に
関
す
る
研
究
─
』（
斎
藤
広
信
氏
訳
、
岩
波
書
店
、
平
成

元
年
、
昭
和
三
十
三
年
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
改
訂
増
補
）

　

Ｄ
李
一
淑
氏
「
四
十
五
日
忌
に
関
す
る
一
考
察
─
─
『
蜻
蛉
日
記
』
の

記
事
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」（『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
間
文
化
研
究
年

報
』
17
、
平
成
五
年
三
月
）

　

こ
の
中
で
大
将
軍
の
忌
と
結
論
さ
れ
た
の
は
、
加
納
氏
の
み
で
あ
る
。

　

吉
川
氏
は
、『
東あ

ず
ま
か
が
み鑑
』
の
例
に
つ
い
て
は
大
将
軍
と
さ
れ
る
が
、『
蜻

蛉
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
『
口く

ち
ず
さ
み遊

』
陰
陽
門
に
、「
立
春
後
、

卌
五
日
間
、
艮
王
〈
震
相
〉。
春
分
後
、
卌
五
日
間
、
震
王
〈
巽
相
〉。（
後

略
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
王
相
の
忌
と
推
測
さ
れ
た
。
李
氏
は
、
重
要

な
史
料
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
先
行
研
究
も
検
討
の
上
、
同
時
代
で
日

数
が
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
吉
川
氏
に
従
い
王
相
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ク
氏
は
、
独
自
に
調
査
さ
れ
た
結
果
、
節
分
方
違
と
さ
れ
た
。

ま
た
、十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
の
藤
原
宗
忠『
中
右
記
』

や
藤
原
忠
実
『
殿
暦
』、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
の
藤
原
兼
実
の

『
玉ぎ

ょ
く
よ
う葉
』
に
は
定
期
的
な
「
四
十
五
日
方
違
」
が
見
ら
れ
る
が
、
十
世

紀
末
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
の
藤
原
道
長
の
『
御
堂
関
白
記
』
に
は
無

い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

結
論
か
ら
言
う
と
、
加
納
氏
の
御
指
摘
の
通
り
、
文
学
作
品
の
例
は
、

す
べ
て
大
将
軍
の
忌
か
ら
自
由
に
な
る
為
の
方
違
で
あ
る
。
拙
稿
で
も
王

相
と
し
た
の
で（

３
）、

訂
正
し
て
お
き
た
い
。

　

「
文
学
作
品
の
例
は
」
と
限
定
し
た
の
は
、
漢
文
日
記
（
古
記
録
）
な

ど
の
史
料
に
は
、
三
年
単
位
の
大
将
軍
だ
け
で
な
く
、
一
年
単
位
の

八は
っ
か
い
み
の
か
た

卦
忌
方
（
遊ゆ

年ね
ん

方
な
ど
。
年
齢
ご
と
に
決
ま
る
）
や
金
神
（
歳
の
十
干

ご
と
に
決
ま
る
）
を
対
象
と
す
る
、
四
十
五
日
の
方
忌
・
方
違
の
例
も
見

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、基
本
的
に
こ
れ
ら
を
取
り
上
げ
な
い
。

　

ま
た
、
吉
川
氏
や
フ
ラ
ン
ク
氏
や
李
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

「
四
十
五
日
の
忌
」
の
扱
い
に
は
時
期
的
な
違
い
が
あ
る
。
文
学
作
品
の

解
釈
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、

文
学
作
品
と
の
関
係
の
薄
い
十
二
世
紀
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
概
要
を
略

述
す
る
に
留
め
る（

４
）。

　

陰お
ん
よ
う
じ

陽
師
の
主
な
職
務
に
は
、占
術
、日
時
・
方
角
禁
忌
の
勘
申
、呪
術
・

祭
祀
の
三
種
類
が
あ
る
が
、
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
の
陰
陽

道
成
立
以
後
、鎌
倉
初
期
ま
で
の
間
に
、物
忌
を
含
め
占
術
に
関
し
て
は
、
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あ
ま
り
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
（
中
世
末
期
に
は
、
陰
陽
師
が
六
壬

式し
き
ば
ん盤
を
使
わ
な
く
な
り
、
六
壬
占
か
ら
易え
き

占せ
ん

に
移
行
し
た
）。
祓
を
含
む

呪
術
・
祭
祀
も
、
当
初
の
も
の
に
、
種
類
や
用
途
・
日
数
・
回
数
な
ど
が

加
わ
っ
て
い
く
が
、
仕
組
み
に
変
遷
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

し
か
し
方
忌
・
方
違
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
主
に
忌
ま
れ
る
方
角
神
の

交
替
が
あ
っ
た
。
平
安
中
期
は
、
塞
が
る
期
間
が
短
い
太
白
・
天
一
の
例

が
多
い
。
ま
た
同
じ
方
角
神
で
も
、
ど
の
場
所
に
忌
が
付
く
か
、
忌
を
移

し
た
り
避
け
た
り
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
つ
ま
り
方
違
の
方
法

に
、
変
更
が
あ
っ
た
。
占
術
や
呪
術
・
祭
祀
と
比
べ
る
と
、
変
化
が
大
き

い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
フ
ラ
ン
ク
氏
も
指
摘
さ
れ
た
よ

う
に
、
院
政
期
に
は
寺
院
や
離
宮
な
ど
、
公
私
に
大
規
模
造
営
が
流
行
し

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
犯ぼ

ん

土ど

・
造ぞ
う
さ
く作
で
は
、
大
将
軍
、
八
卦
忌

方
、
金
神
、
王
相
と
い
っ
た
長
期
間
の
方
角
神
が
忌
ま
れ
る
。

　

以
下
、
大
将
軍
や
王
相
に
つ
い
て
、
そ
の
周
辺
の
用
語
を
含
め
て
概
略

を
述
べ
、後
発
ら
し
き
節
分
方
違
（
節
分
違
）
を
先
に
取
り
上
げ
て
か
ら
、

日
記
な
ど
の
史
料
に
よ
っ
て
「
四
十
五
日
の
忌
」
や
そ
の
方
違
の
実
態
を

示
し
た
上
で
、
文
学
作
品
の
該
当
箇
所
を
取
り
上
げ
た
い
。

一
、
大
将
軍
神

　

ま
ず
、大
将
軍
や
王
相
等
の
所
在
の
期
間
に
関
わ
る
、「
二
十
四
気
」（
後

に
「
二
十
四
節
気
」
と
呼
ば
れ
る
）
の
う
ち
の
「
八
節
」、
節せ

つ

気き

四
つ
と

中ち
ゅ
う

気き

四
つ
を
確
認
し
て
お
く
。

表
１　

二
十
四
気
の
う
ち
八
節

正
月
節
二
月
中
四
月
節
五
月
中
七
月
節
八
月
中
十
月
節

十
一
月
中

立
春

春
分

立
夏

夏
至

立
秋

秋
分

立
冬

冬
至

　

「
立
春
正
月
節
」は
、立
春
の
日
の
み
を
指
す
場
合
と
、「
芒
種
正
月
中
」

ま
で
の
、
一
気
十
五
日
間
を
指
す
場
合
が
あ
る
。「
二
十
四
気
」
す
べ
て

同
様
で
あ
る
。

　

「
節
切
り
」
の
一
年
は
、「
立
春
正
月
節
」
か
ら
始
ま
る
。「
二
十
四
気
」

の
各
気
は
十
五
日
間
な
の
で
、
計
三
百
六
十
日
と
な
る
。

　

「
節
切
り
」
の
四
季
、
つ
ま
り
「
四
節
」
は
、「
四
立
」
か
ら
始
ま
る

九
十
日
間
で
、
各
季
節
を
「
春
節
・
夏
節
・
秋
節
・
冬
節
」
と
言
う
。
ま

た
、
各
季
節
に
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
四
立
」
の
「
立
春
正
月
節
・
立
夏

四
月
節
・
立
秋
七
月
節
・
立
冬
十
月
節
」
に
な
る
こ
と
を
、「
節
入
り
」

と
言
い
、そ
の
各
前
日
を
「
節
分
（
せ
ち
ぶ
ん
・
せ
つ
ぶ
ん
）」
と
言
う
。

「
立
春
」
の
前
日
だ
け
で
は
な
い
。

　

「
節
分
」
は
、
立
春
の
前
日
を
指
す
場
合
が
多
い
が
、
こ
の
よ
う
に
、

「
四
立
」
の
各
前
日
、
つ
ま
り
「
四
節
」
の
境
界
を
指
し
、
稀
に
「
二
月

中
春
分
・
五
月
中
夏
至
・
八
月
中
秋
分
・
十
一
月
中
冬
至
」を
加
え
た「
八

節
」
す
べ
て
の
前
日
も
指
す
（
後
掲
⑫
『
帥
記
』
の
王
相
の
節
分
方
違
）。

三
通
り
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

な
お
、
日
記
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
語
の
使
用
の
有
無
は
、
記
主
に
よ
っ

て
偏
り
が
あ
る
が
、
意
味
自
体
に
違
い
は
無
い
。

　

次
に
、
大
将
軍
の
所
在
を
（
後
掲
㉑
『
陰
陽
雑
書
』
参
照
）、
表
形
式
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で
示
し
て
お
く
。
年
の
十
二
支
ご
と
だ
が
、
そ
の
一
年
は
、
元
旦
（
暦
月

の
正
月
一
日
）
か
ら
で
は
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
立
春
（
節
月
の
正

月
一
日
）
か
ら
で
あ
る
（
他
の
八
将
神
や
、歳さ

い

徳と
く

も
同
じ
）。
春
節
分
は
、

年
越
し
の
日
な
の
で
あ
る
。

表
２　

大
将
軍
神
の
所
在

歳
の
十
二
支

巳
・
午
・
未

申
・
酉
・
戌

亥
・
子
・
丑

寅
・
卯
・
辰

大
将
軍
方

卯
（
東
）

午
（
南
）

酉
（
西
）

子
（
北
）

忌
む
範
囲

寅
甲
卯
乙
辰

巳
丙
午
丁
未

申
庚
酉
辛
戌

亥
壬
子
癸
丑

　

大
将
軍
は
、
日
の
干
支
に
よ
り
、
本
宮
（
そ
の
年
の
所
在
）
か
ら
東
・

南
・
西
・
北
の
四
方
と
中
宮
（
家
内
）
に
各
五
日
間
遊ゆ

行ぎ
ょ
う

す
る
。
こ
の

方
角
を
「
大
将
軍
遊
行
の
方
」
と
言
う
（「
遊
行
」
は
、他
に
土
公
神
な
ど
、

本
宮
の
あ
る
も
の
に
用
い
る
語
で
あ
る
）。
忌
む
範
囲
は
、
本
宮
の
よ
う

な
二
十
四
方
位
の
二
干
三
支
（
五
辰
）
で
は
な
く
、
真
東
な
ど
、
そ
の
四

方
（
正
一
辰
）
の
み
で
あ
る
。
大
将
軍
の
遊
行
や
本
宮
へ
の
帰
還
は
、
具ぐ

注ち
ゅ
う

暦れ
き

（
宣
明
暦
）
の
上じ
ょ
う
だ
ん段

に
朱
字
で
注
記
さ
れ
て
お
り
、
陰
陽
道
成
立

以
降
、
遊
行
方
も
出
行
・
移
徙
（
い
し
・
わ
た
ま
し
）
や
犯
土
で
忌
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
（
こ
の
期
間
、
本
宮
の
方
角
の
犯
土
な
ど
は
可
能
に
な

る
）。「
四
十
五
日
の
忌
」
と
は
直
接
関
係
し
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
取
り

上
げ
な
い
。

　

大
将
軍
神
自
体
は
、
大た

い
さ
い歳

以
下
の
八
将
神
の
一
つ
で
、
歳
徳
と
合
せ
て

暦
の
冒
頭
（
暦
序
）
に
毎
年
の
所
在
が
示
さ
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら
忌
ま

れ
て
い
た
。
日
本
で
も
、
儀
鳳
暦
時
代
の
武
蔵
国
国
分
尼
寺
跡
付
近
出
土

の
天
平
勝
宝
九
年（
七
五
七
）ら
し
き
漆う

る
し
が
み紙
文も
ん
じ
ょ書
の
具
注
暦
断
簡
に
遡
る
。

　

大
歳
や
歳
徳
な
ど
の
よ
う
な
一
年
単
位
で
は
な
く
、
三
年
連
続
し
て
同

じ
方
角
で
あ
り
、「
三
年
塞ふ

た

が
り
」「
大
塞
が
り
」
と
も
呼
ば
れ
た

（『
簾れ

ん
ち
ゅ
う中
抄
』
下
・
方
違 

附
つ
け
た
り

土
忌
）。

　

忌
は
、
四
十
五
日
間
の
宿
所
に
付
き
、
立
春
の
前
夜
の
宿
所
に
付
く
と

い
う
考
え
方
も
生
ま
れ
た
（
四
十
五
日
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。

　

つ
ま
り
、節
分
に
忌
を
移
し
た
い
他
所
（
当
初
の
「
旅
所
」）
で
宿
す
、

す
な
わ
ち
「
節
分
方
違
・
節
分
違
」
を
行
う
と
、忌
は
そ
の
他
所
に
付
き
、

自
ら
の
当
時
の
住
居
に
は
付
か
な
い
（
但
し
、
住
居
に
四
十
五
日
間
宿
す

と
、
そ
こ
に
忌
が
付
い
て
し
ま
う
）。

　

そ
こ
で
、
住
居
か
ら
大
将
軍
に
よ
っ
て
塞
が
る
方
角
で
の
邸
宅
や
堂
塔

な
ど
の
修
造
・
建
造
と
い
っ
た
長
期
間
の
犯
土
や
移
徙
が
予
定
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
節
分
に
方
違
を
行
い
、
そ
の
方
角
で
の
犯
土
な
ど
が
行
え
る

よ
う
に
し
た
。
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
方
角
の
禁
忌
か
ら
自
由
に
な
っ
て
お

く
予
防
の
方
違
で
あ
り
、
翌
日
や
近
日
中
に
ど
こ
か
に
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
次
が
、
そ
の
早
い
例
で
あ
る
。

　

①『
九
暦
』承
平
六
年（
九
三
六
）丙
申0

正
月
五
日
乙
未
条（
５
）巳

時
ヽ
（
許
）、

参　
レ

殿
（
忠
平
）。
太
閤
（
忠
平
）、
仰
云
、（
中
略
）、
又
仰
云
、「
明

日
（
六
日
）、
立
春
日
也
。
仍
今
夜
、
汝
（
師
輔
）
一
条
宅
、
欲　
レ

違　
レ

忌
」
者
。
謹
奉　
レ

仰
畢
。

　

藤
原
忠
平
が
、次
男
の
師
輔
一
条
第
で
節
分
方
違
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、

こ
の
年
は
閏
十
一
月
が
あ
っ
た
為
、フ
ラ
ン
ク
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
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十
二
月
十
六
日
条
に
、「
明
日
立
春
節
也
」
以
下
、
師
輔
自
身
の
例
も
見

え
る
。

　

ま
た
、『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
・
天
延
二
年
（
九
七
四
）
十
二
月
の
「
ふ

る
年
に
節
分
す
る
を
、『
こ
な
た
に
』」（
三
六
〇
頁
）
は
、
加
納
氏
が
指

摘
さ
れ
た
通
り
、「
節
分
方
違
」
の
為
の
誘
い
で
、
①
に
続
く
比
較
的
早

い
例
で
あ
る
。
十
二
月
十
七
日
が
節
分
だ
っ
た
。

　

『
枕
草
子
』
は
、
二
三
段
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
の
段
の
「
方
違
へ
に

行
き
た
る
に
あ
る
じ
せ
ぬ
所
、
ま
い
て
節
分
な
ど
は
、
い
と
す
さ
ま
じ
」

が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
陰
陽
道
関
係
が
数
段
続
く
中
に
、
二
八
一
段

「
節
分
違
へ
な
ど
し
て
夜
深
く
帰
る
、
寒
き
事
い
と
わ
り
な
く
」
か
ら
始

ま
る
段
も
あ
る
。
な
お
『
枕
草
子
』
は
、「
雲
」
な
ど
の
天
象
の
表
現
を

含
め
『
蜻
蛉
』
の
表
現
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
。
道
綱
母
の
兄
理
能

と
、
清
少
納
言
の
姉
が
夫
婦
で
も
あ
る
。

　

「
宿
す
」
と
言
っ
て
も
、他
家
に
一
泊
す
る
だ
け
で
な
く
、牛
車
に
乗
っ

て
外
出
し
、
車
中
の
ま
ま
や
車
か
ら
降
り
、
翌
日
の
寅
の
刻
（
あ
る
い
は

「
鶏
鳴
」、
暁
の
「
鐘
声
」）
を
待
っ
て
帰
宅
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

　

さ
て
節
分
方
違
は
、
大
将
軍
の
ほ
か
、
王
相
、
院
政
期
以
降
は
金
神
が

加
わ
り
、
三
つ
の
方
角
神
が
対
象
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
特
に
三
年
ご
と
の

巳
・
申
・
亥
・
寅
の
年
の
立
春
は
、山
下
克
明
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に（

６
）、

王
相
や
金
神
に
加
え
て
、
大
将
軍
神
の
所
在
が
変
わ
る
日
で
あ
り
、
前
夜

の
節
分
に
は
一
斉
に
方
違
が
行
わ
れ
た
。

　

②
『
中
右
記
』
長
承
三
年
甲
寅0

（
一
一
三
四
）
正
月
三
日
条

　
　

今
夜
節
分
。
院
（
鳥
羽
院
）、
為　
二

御
方
違　
一

、
渡　
二

御
近
江
□
（
大
）

津
之
辺　
一

。
乍　
レ

立　
二

御
車　
一

御お
は
す

。
上
達
部
、
被と
ど
ま
ら
る

　
レ

留
。
殿
上
人
許
、
扈

従
云
々
。
女
院
（
待
賢
門
院
璋
子
）、
御　
二

出
雲
路
辺　
一

云
々
。
又
乍　
レ

立　
二

御
車　
一

御
云
々
。
大
殿（
忠
実
）・
関
白
殿（
忠
通
）、御
方
違
云
々
。

三
年
大
将
軍
、
依　
レ

可　
レ

在　
二

北
方　
一

、
万
人
方
違
。

　

さ
ら
に
、
十
二
世
紀
後
半
以
降
、
四
十
五
日
間
の
宿
所
（
一
気
全
宿
）

の
み
に
忌
が
付
く
と
さ
れ
て
い
た
八
卦
忌
方
（『
玉
葉
』
建
久
二
年
〈
一

一
九
一
〉
二
月
二
十
四
日
条
等
）
に
対
し
て
も
、大
将
軍
と
同
様
と
さ
れ
、

節
分
方
違
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（『
玉
葉
』
文
治
二
年
丙
午
〈
一
一

八
六
〉
二
月
十
七
日
条
等
）。

　

鎌
倉
時
代
も
公こ

う
け家

で
節
分
方
違
が
恒
例
化
し
て
い
た
こ
と
が
、
日
記
文

学
に
も
見
え
て
い
る
。

　

『
弁
内
侍
日
記
』
は
、
各
記
事
末
尾
に
和
歌
が
あ
る
が
、
日
付
や
人
名

等
を
明
記
す
る
点
で
は
漢
文
日
記
に
近
い
。
方
違
行
幸
二
例
の
う
ち
一
例

は
、
節
分
方
違
で
あ
る
（
も
う
一
例
は
後
掲
�
）。

　

③
『
弁
内
侍
日
記
』
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
丙
午
十
二
月

　
　

廿
一
日
（
節
分
、
翌
二
十
二
日
立
春
か
ら
丁
未
歳
）、（
後
深
草
天
皇

の
）
節
分
の
御
方
違
の
行
幸
、
官
庁
（
太
政
官
庁
）
へ
な
り
た
り
し

に
、
あ
り
し
夜
の
事
（
大
嘗
会
）
思
ひ
出
で
ら
れ
て

　

『
と
は
ず
が
た
り
』
で
は
、
後
深
草
院
二
条
の
人
生
に
最
も
大
き
く
影

響
し
た
院
が
、
彼
女
と
の
新
枕
の
為
に
里
邸
を
訪
れ
る
方
便
と
し
て
、
方

違
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
事
情
を
解
さ
な
い
彼
女
は
、
節
分
方
違
行
幸
で

も
な
い
の
に
と
不
思
議
が
る
。

　

④
『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
一
・
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
辛
未
正
月
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十
五
日
の
夕
つ
方
、（
院
の
御
所
に
）「
河
崎
（
一
条
東
京
極
）
よ
り

迎
へ
に
」
と
て
、
人
訪
ぬ
。（
中
略
）「
何
事
ぞ
」
と
言
へ
ば
、
大
納

言
（
父
久
我
雅
忠
）
う
ち
笑
ひ
て
、「
い
さ
『
今
宵
御
方
違
へ
に
御

幸
な
る
べ
し
』
と
仰
せ
ら
る
る
時
に
、
年
の
初
め
な
れ
ば
、
こ
と
さ

ら
ひ
き
つ
く
ろ
ふ
な
り
。
そ
の
御
陪
膳
の
料
こ
そ
迎
へ
た
れ
」
と
言

は
る
る
に
、「
節
分
（
前
年
十
二
月
十
八
日
）
に
て
も
な
し
。
何
の

御
方
違
へ
ぞ
」
と
言
へ
ば
、「
あ
ら
言
ふ
か
ひ
な
や
」
と
て
、
皆
人

笑
ふ
。

　

な
お
春
節
分
の
方
違
は
、「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
の
内
容
か
ら
も
普
及

が
わ
か
り
、
和
歌
の
例
も
あ
る
が
、
物
語
に
は
未
見
で
あ
る
。

二
、
王
相
神

　

王
相
神
は
、前
述
し
た
よ
う
に
「
四
十
五
日
の
忌
」
と
は
無
関
係
だ
が
、

大
将
軍
神
と
の
類
似
点
が
あ
る
の
で
、
見
て
お
き
た
い
。

　

『
口
遊
』
陰
陽
門
な
ど
の
記
述
を
、
表
形
式
で
示
す
と
、
次
の
よ
う
に

な
る（
前
の
三
列
。
後
の
二
列
は
、⑧
等
所
引
の『
新
撰
陰
陽
書
』の
説
）。

そ
れ
ぞ
れ
の
間
は
、
四
十
五
日
間
で
あ
る
。

表
３　

王
相
方

八
節

立
春

春
分

立
夏

夏
至

立
秋

秋
分

立
冬

冬
至

相

震ひ
が
し

巽た
つ
み

離み
な
み

坤
ひ
つ
じ
さ
る

兌に
し

乾い
ぬ
い

坎き
た

艮
う
し
と
ら

王

艮

震

巽

離

坤

兌

乾

坎

王

東

南

西

北

四
節

春

夏

秋

冬

　

王
相
神
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
変
遷
が
あ
る
。

　

少
な
く
と
も
平
安
中
期
は
、
合
わ
せ
て
「
王
相
方
」
と
し
て
、
四
季
の

九
十
日
間
ご
と
に
、四
方
の
み
が
忌
ま
れ
た
。
五
行
の
方
角
に
該
当
す
る
。

忌
は
、
四
季
の
節
分
の
宿
所
に
付
く
。

　

村
上
天
皇
と
の
東
宮
御
在
所
に
つ
い
て
の
や
り
取
り
の
中
で
、
新
生
皇

子
の
外
祖
父
師
輔
が
、
四
季
ご
と
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

　

⑤
『
九
暦
』
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
六
月
二
十
六
日
条

　
　

奏
云
、「
如　
レ

此
之
事
（
東
宮
御
所
定
）、随　
二

便
宜　
一

、
可　
レ

被　
レ

行
者
也
。

（
中
略
）
加
、
以　
二

秋
三
月　
一

、
王
相
在　
レ

西
。
皇
子
（
憲
平
）
居
所
、

当　
二

宮
城
之
東　
一

。
択　
二

便
処　
一

（
師
輔
の
東
一
条
第
）、而
三
ヶ
月
間
、

加　
二

修
理　
一

、
移
徙
、
尤
宜
歟
」。（
中
略
）
重
奏
、「
太
上
天
皇
遜
位

之
後
、
不　
レ

可　
三

一
日
留　
二

禁
中　
一

。
而
去
天
慶
九
年
四
月
禅
位
之
後
、

上
皇
（
朱
雀
）、
猶
御　
二

弘
徽
殿　
一

、
至　
二

七
月　
一

、
御　
二

出
朱
雀
院　
一

。

是
則
、
依　
二

夏
三
月
南
方
王
相　
一

也
。（
後
略
）」。

　

但
し
四
方
は
、
大
将
軍
と
同
じ
く
二
干
三
支
だ
っ
た
こ
と
が
、
次
か
ら

も
わ
か
る
。
真
北
や
真
東
だ
け
で
は
な
い
。
北
は
「
亥
」
を
含
み
、
東
は

「
寅
卯
の
間
」
を
含
む
。
次
は
、最
終
的
に
は
「
方
角
」
を
検
討
し
直
し
、

北
に
含
ま
れ
る
「
亥
」
と
見
な
さ
ず
、
立
冬
後
に
斎
宮
野の

の
み
や宮

入
り
を
行
う

こ
と
に
な
っ
た
。実
際
に
九
月
二
十
七
日
に
行
わ
れ
て
い
る（『
小
右
記
』）。

　

⑥
『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
九
月
十
一
日
条
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其
（
伊
勢
斎
宮
当
子
内
親
王
の
賀
茂
河
原
御
禊
と
野
宮
入
り
行
事
の

藤
原
行
成
）
報
云
、「（
安
倍
）
吉
平
、
初は

じ
め

以　
二

野
宮　
一

、
為　
二

亥

方　
一

。
廿
五
日
節
分
（
立
冬
）
以
後
、可　
レ

避　
二

王
相
忌　
一

。
仍
、
廿
日
・

廿
二
日
之
間
、
可　
レ

被　
レ

行
之
由
、
所　
レ

申
也
。
然
而
、廿
日
（
己
酉
）、

御
衰す

ゐ
に
ち日

（
三
条
天
皇
三
十
八
歳
は
卯
と
酉
）、
可　
レ

避　
レ

之
由
、
有　
二

天

気　
一

。
即
尋　
二

先
例　
一

、
相　
二

定
方
角　
一

。
節
分
以
後
、
行　
レ

禊
、
已
有　
二

其
数　
一

。
廿
七
日
（
丙
辰
）、
最
吉
也
。
令　
レ

成　
二

勘
文　
一

、
奏
聞
既
畢
」

者
。

　

次
の
記
事
で
は
、
記
主
実
資
が
行
願
寺
で
造
っ
て
い
る
「
小
塔
」
を
、

大
将
軍
が
「
南
方
」
に
な
る
翌
年
に
寺
か
ら
「
南
方
」
の
念
誦
堂
に
移
す

こ
と
が
で
き
る
、
道
長
が
小こ

み
な
み南

第
に
安
置
し
て
い
る
「
阿
弥
陀
仏
」
も
、

道
長
自
身
が
立
春
前
に
二
条
第
に
移
れ
ば
、
翌
春
三
月
に
東
隣
「
寅
卯
の

間
」
に
あ
る
新
御
堂
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
と
、
吉
平
が
述
べ
て
い
る
。

　

⑦
『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
己
未
十
二
月
四
日
条

　
　

吉
平
来
、
談　
二

雑
事　
一

。「
於　
二

行
願
寺　
一

、
令　
レ

造　
二

小
塔　
一

。
其
功
、

未　
レ

了
。
明
年
、
可　
レ

奉　
レ

迎　
二

念
誦
堂　
一

。
自　
二

行
願
寺　
一

、
可　
レ

当　
二

南

方　
一

。
自　
二

明
春　
一

（
寛
仁
四
年
庚
申
正
月
四
日
立
春
）、
南
方
者
、
大

将
軍
方
也
。
若
奉　
二

安
置　
一

可　
レ

忌
乎
否
」。
吉
平
云
、「
従　
二

我
住

処　
一

、
可　
レ

忌　
二

大
将
軍
方　
一

。
奉　
レ

移　
レ

塔
之
方
、
更
不　
レ

可　
レ

忌
也
。
只

自　
二

我
居　
一

、
可　
レ

忌　
二

南
方　
一

也
」
者
。
又
云
、「
入
道
殿
（
道
長
）、

奉　
レ

造　
二

丈
六
阿
弥
陀
仏
九
体　
一

、
暫
安　
二

置
小
南　
一

、
明
年
三
月
、
可　
レ

被　
三

安　
二

置
新
造
堂　
一

（
阿
弥
陀
堂
、後
の
法
成
寺
、小
南
第
の
東
隣
）。

従　
二

小
南　
一

、
寅
卯
間
、
是
王
相
方
也
。
然
而
不　
レ

可　
レ

忌
之
由
、
申
了
。

但
、御
自
身
（
道
長
）
者
、今
月
晦み
そ
か
ご
ろ比
、渡　
二

給
二
条
殿　
一（
二
条
北
・

東
洞
院
西
、
堂
は
ほ
ぼ
東
北
）、
以　
二

新
造
御
堂　
一

、
充　
二

吉
方　
一

。
依　
レ

無　
二

仏
忌　
一

。
只
可　
レ

有　
二

我
忌　
一

之
故
」者
。

　

忌
む
範
囲
だ
け
で
な
く
、
太
線
部
の
「
我
が
住
処
よ
り
、
大
将
軍
の
方

を
忌
む
べ
し
」
に
も
、
留
意
し
て
お
き
た
い
。
後
半
で
、
王
相
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
文
学
作
品
に
は
、
神
名
は
見
え
ず
、
年
単
位
の
忌
で
あ
る
こ
と

を
示
す
例
も
少
な
い
が
（
�
や
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
・
天
禄
三
年
〈
九
七

二
〉
三
月
十
八
日
条
）、
節
分
方
違
や
四
十
五
日
の
方
違
の
例
は
散
見
す

る
の
で
、
大
将
軍
を
忌
む
例
は
、
実
は
少
な
く
な
い
。

　

し
か
し
王
相
は
、『
蜻
蛉
日
記
』に
も
そ
れ
ら
し
き
例
は
無
い
。
概
し
て
、

用
例
が
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
わ
ず
か
な
例
の
一
つ
『
源
氏
物
語
』
宿
木

巻
「
夏
に
な
ら
ば
、
三
条
宮
ふ
た
が
る
方
に
な
り
ぬ
べ
し
と
定
め
て
、
四

月
の
朔
日
ご
ろ
、
節
分
と
か
い
ふ
こ
と
ま
だ
し
き
前
に
渡
し
た
て
ま
つ
り

た
ま
ふ
」（
⑸
四
八
〇
頁
）
で
は
、
薫
が
正
妻
女
二
の
宮
を
、
立
夏
の
前

に
移
徙
さ
せ
た
。
こ
れ
は
方
違
で
は
な
い
。

　

ま
た
、『
狭
衣
物
語
』
巻
一
で
は
、「
九
月
」
に
「
西
」
で
「
井
」
を
掘

る
こ
と
（
犯
土
）
が
「
五
、
六
日
」
か
か
る
の
で
、
妊
娠
中
の
姫
君
に
乳

母
が
「
土
公
」
の
崇
り
を
説
き
、他
所
に
移
る
「
土
忌
」
を
勧
め
る
。「
西
」

を
「
大
忌
の
方
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
王
相
だ
け
で
な
く
、
大
将
軍
も

含
む
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
物
語
の
例
も
、「
夏
」「
西
」
と
い
っ
た
四
季
・
四
方
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
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し
か
し
、
十
一
世
紀
中
、
院
政
期
ま
で
に
、「
王
相
」
の
名
は
そ
の
ま

ま
で
、
王
方
・
相
方
が
そ
れ
ぞ
れ
忌
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
四
方
以
外

に
、四
角
（
四
隅
・
四
維
）
が
忌
ま
れ
る
例
（『
水
左
記
』
承
暦
元
年
〈
一

〇
七
七
〉十
一
月
二
十
一
日
条「
自　
二

来
廿
八
日〈
立
春
〉　一
、艮
王
相
方
也
」

等
）
や
、「
四
立
」
だ
け
で
な
く
「
八
節
」
す
べ
て
の
節
分
方
違
の
例
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

次
は
後
代
の
故
実
書
だ
が
、
要
点
が
揃
っ
て
い
る
の
で
挙
げ
て
お
く
。

　

⑧
『
拾
芥
抄
』
下
・
方
角
部
第
三
十
三
・
方
角
禁
忌
事

　
　

凡
、
王
相
方
、
有　
二

二
説　
一

。
所
謂
五
行
王
相
、
八
卦
王
相
、
是
也
。

近
代
、
所　
レ

忌
、
一
方
・
一
角
也
。『
新
撰
陰
陽
書
』
云
、「
春
東
主
、

夏
南
主
、秋
西
主
、冬
北
主
」
云
々
。
又
云
、「
立
春
以
後
四
十
五
日
、

艮
王
・
東
相
。
春
分
以
後
四
十
五
日
、東
王
・
巽
相
。
是
八
卦
法
也
。

三
方
、
以　
レ

之
、
可　
レ

知　
レ

之
」。
或
人
云
、「
王
相
方
忌
事
、
如　
二

『
新

撰
陰
陽
書
』
説　
一

。
東
王
瓜
（
マ
マ
）

ト
云
ハ
、
二
干
三
支
也
。
如　
二

大
将
軍

方　
一

、
可　
レ

忌　
レ

之
也
。
王
相
方
、
能よ
く
よ
く能

可　
二

慎
忌　
一

事
也
。
其
咎
、
及　
二

子
細　
一

」
云
云
。
依よ
り
て

、
重お
も
く

可　
レ

用　
二

此
説　
一

。

　

さ
て
、
王
相
の
み
を
対
象
と
す
る
、
春
以
外
の
季
節
の
節
分
方
違
・
節

分
違
の
例
と
し
て
は
、
次
が
早
い
。
前
掲
①
の
忠
平
の
例
よ
り
は
下
る
。

こ
れ
は
記
主
師
輔
自
身
が
行
っ
た
。

　

⑨
『
九
暦
』
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
四
月
三
日
条

　
　

向　
二

法
性
寺
宿
房　
一

、
違　
二

節
分
忌　
一

〈
明
日
、
入　
二

夏
節　
一

歟
〉。

　

院
政
期
に
は
、
増
田
繁
夫
氏
が
『
中
右
記
』
の
例
を
指
摘
さ
れ
た
よ
う

に（
７
）、
夏
や
秋
の
例
が
多
数
見
え
る
。
犯
土
の
増
加
が
一
員
で
あ
ろ
う
。
な

お
『
中
右
記
』
に
は
、
冬
の
例
も
散
見
す
る
。

　

⑩
『
後
二
条
師
通
記
』
永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
四
月
条

　
　

六
日
、
乙
丑
。
雨
降
。
為　
二

夏
節
分　
一

、
向　
二

備
中
守
（
源
）
政
長
朝

臣
八
条
宅　
一

。
七
日
、
丙
寅
。
晴
。
帰　
二

二
条　
一

。
依　
レ

塞　
二

北
方　
一

（
太

白
）、
又
向　
二

八
条　
一

云
々
。

　

⑪
『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
十
月
二
日
条

　
　

冬
節
分
夜
也
。
為　
レ

違　
二

方
忌　
一

、
参　
二

宿
一
条
殿　
一

（
師
通
前
室
の
藤

原
全
子
）。
暁
更
、
帰　
レ

家
。

　

さ
ら
に
、「
十
一
月
中
冬
至
」
の
例
も
、
増
田
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

王
相
が
、
四
季
の
九
十
日
単
位
か
ら
、
四
十
五
日
単
位
と
理
解
さ
れ
て
お

り
、「
八
節
」
す
べ
て
の
前
日
の
宿
所
に
付
く
と
さ
れ
た
こ
と
が
、
こ
こ

か
ら
も
わ
か
る
（
但
し
、
ま
だ
節
分
か
ら
起
算
し
た
、
大
将
軍
は
四
十
五

日
、
王
相
は
十
五
日
ご
と
に
、
定
期
的
に
一
宿
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い

な
い
）。

　

⑫
『
帥
記
』
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
十
一
月
十
三
日
条

　
　

入
夜
、
帰
洛
之
次
、
若
州
相
共
南
（
向
）　下
自　
二

室
町　
一

東
、
自　
二

大
君

町　
一

北
小
屋　
上

〈
若
州
侍
、
所　
レ

借
宅
也
〉、
夜
宿
。
為　
レ

違　
二

節
分　
一

也
。

三
、
四
十
五
日
間
の
方
違
、
四
十
五
日
に
一
宿
の
方
違

　

さ
て
大
将
軍
は
、
立
春
前
夜
の
宿
所
の
ほ
か
に
、
四
十
五
日
間
連
泊
し

た
場
所
に
も
付
く
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
次
か
ら
わ
か
る
。
こ
の

年
、
九
月
二
十
三
日
に
、
平
安
京
遷
都
以
後
、
初
め
て
内
裏
が
焼
亡
し
、

村
上
天
皇
は
「
職し

き

御
曹
司
」
に
避
難
し
て
い
た
が
、「
冷
泉
院
」
に
「
遷
御
」
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（
移
徙
）
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
職
か
ら
は
冷
泉
院
が
「
大
将

軍
の
方
」（
南
）
に
当
た
る
こ
と
が
問
題
に
な
り
、
二
十
二
日
、
陰
陽
師

賀
茂
保や

す

憲の
り

・
秦
具と
も
み瞻

・
文
道
光
を
召
し
て
諮
問
し
、
三
人
の
回
答
を
、
蔵

人
頭
の
源
延
光
が
天
皇
に
取
り
次
い
だ
。
二
十
三
日
条
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
の
が
、
前
日
に
陰
陽
師
達
に
奉
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
勘
文
」
の
内

容
で
あ
ろ
う
。

　

⑬
『
村
上
天
皇
御
記
』
天
徳
四
年
庚
申
十
月
条

　
　

廿
二
日
、
延
光
朝
臣
、
申
云
、「
依　
レ

仰
、
召　
二

保
憲
・
具
瞻
・
道
光

等　
一

。
問　
下

自　
二

職
御
曹
司　
一

、
指　
二

冷
泉
院　
一

、
可　
レ

当　
二

大
将
軍
方　
一

、

不　
レ

満　
二

四
十
五
日　
一

遷
御
、猶
可　
レ

忌
否
事　
上

。
保
憲
申
、『
不　
レ

可　
レ

忌
』。

依　
三

大
将
軍
為　
二

年
忌　
一

也
。
具
瞻
・
道
光
等
申
、『
可　
レ

忌
』。
須　
下

当

日
御　
二

他
所　
一

、
以　
二

彼
院　
一

当　
二

吉
方　
一

遷
御　
上

之
由
」。
仰　
レ

各
、
令　
レ

進　
二

勘か
ん

文も
ん　

一

。（
後
略
）

　
　

廿
三
日
、
延
光
朝
臣
申
、「
保
憲
申
云
、『
遷　
二

御
職
御
曹
司　
一

之
後
、

不　
レ

満　
二

卌
五
日　
一

。
依　
三

御
忌
猶
留　
二

内
裏　
一

也
』
云
々
。
道
光
申
云
、

『
御
忌
、
可　
レ

随　
レ

身
。
然
則
、
自　
レ

此
（
職
御
曹
司
）、
指　
二

彼
院　
一

、

可　
レ

当　
二

大
将
軍　
一

』
云
々
。
有　
レ

定
」。
猶
因　
レ

可　
レ

移　
二

彼
院　
一

、
宜　
レ

令　
四

勘　
三

申
可　
二

出
門　
一〈
廿
六
日
〉。

　

結
局
、
保
憲
の
「
大
将
軍
の
方
」
は
内
裏
を
基
点
と
す
る
の
で
職
御
曹

司
か
ら
南
に
あ
る
冷
泉
院
へ
の
移
御
は
問
題
が
無
い
と
の
主
張
が
通
り
、

十
一
月
四
日
庚
子
に
冷
泉
院
行
幸
が
あ
っ
た
。
こ
の
行
幸
は
、
概
し
て
慎

重
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
内
裏
か
ら
冷
泉
院
は
、
四
維
の
「
巽
」
に
当
た
る
。
大
将
軍
が

南
の
場
合
、
東
南
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
天
皇
が
保
憲
ら
に
確
認
し
て
い

た
こ
と
が
、
次
か
ら
わ
か
る
。

　

⑭
『
陰
陽
略
書
』
一
、
諸
神
禁
忌
法
・
大
将
軍
方

　
　

『
天
暦
御
記
』
云
、「
天
徳
四
年
九
月
二
十
三
日
夜
、
内
裏
、
焼
已
。

仍
移　
二

御
職
曹
司　
一

。
召　
二

天
文
博
士
保
憲
等　
一

、
令　
下

定　
中

申
遷　
二

御
冷

泉
院　
一

、
自　
二

内
裏　
一

、
当　
二

御
忌
方　
一

否
事　
上

。
保
憲
等
、
申
云
、「
依　
二

一
方
分
法　
一

、
計　
レ

之
。
件
院
、当　
二

巽
方　
一

也
。
今
年
大
将
軍
、在　
レ

午
、

可　
レ

領　
レ

南
。
即
、
巳
丙
午
丁
未
、
五
辰
。
至　
二

巽
方　
一

、
是
維
（
四
維
）

地
。
不　
レ

可　
レ

忌　
レ

之
」。

　

さ
て
、
前
掲
⑬
の
太
線
部
の
保
憲
が
忌
ま
な
い
と
し
た
理
由
は
、「
職

御
曹
司
に
遷
御
の
後
、
四
十
五
日
に
満
た
ず
。
依
り
て
、
御
忌
、
猶
ほ
内

裏
に
留
ま
る
な
り
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
逆
に
言
う
と
、
四
十
五
日
間

宿
し
て
い
れ
ば
、
忌
は
そ
こ
に
移
る
の
で
あ
る
。

　

四
十
五
日
間
の
方
違
は
、
普
段
の
住
居
か
ら
他
所
に
忌
を
移
し
た
い
時

に
行
っ
た
。
次
が
、
明
記
の
初
見
と
さ
れ
る
（
但
し
こ
れ
も
四
十
五
日
に

一
度
の
例
で
あ
ろ
う
か
）。
前
掲
①
の
忠
平
の
節
分
方
違
よ
り
も
早
い
。

卯
・
辰
の
年
は
、
大
将
軍
は
北
で
あ
る
。

　

⑮
『
貞
信
公
記
』
延
喜
十
九
年
（
九
一
九
）
己
卯
条
／
二
十
年
庚
辰
条

　
　

十
二
月
（
大
の
月
）
廿
三
日
（
丙
辰
）、
今
夜
宿　
二

宮
（
東
宮
保
明
親

王
）
別
納　
一

。
為　
レ

避　
レ

忌
也
。
女
房
（
源
頎
子
）、
参　
レ

宮
。
／
正
月

廿
七
日
、
下
除
目
議
、
始
。
宿　
二

東
宮　
一

。
卅
日
、下
除
目
。
寅
二
剋
、

帰　
二

五
条　
一

。
二
月
一
日
、
今
月
六
日
、
居　
二

此
家　
一

、
可　
レ

満　
二

卅
（
マ
マ
）

五

日　
一

。
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な
お
節
分
は
、
延
喜
二
十
年
正
月
九
日
だ
が
、
こ
こ
で
は
無
関
係
で
あ

る
。
こ
の
後
も
、四
十
五
日
間
の
方
違
は
、移
徙
吉
日
（
丙
辰
・
丁
丑
等
）

を
選
び
、
節
分
と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
た
。
十
二
世
紀
以
降
も
同
様
で
あ

る
。

　

上
流
階
級
の
女
性
の
例
も
あ
っ
た
。

　

⑯
『
本
朝
世
紀
』
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
癸
巳
八
月
二
十
二
日
丁
丑
条

／
十
月
一
日
乙
卯
条

　
　

今
日
、酉
二
剋
、大
皇
大
后
宮
（
昌
子
内
親
王
）、
卅

（
マ
マ
）五

日
御
方
違
。

散
位
源
相
方
朝
臣
第
、
有　
二

行
啓
之
事　
一

。
諸
卿
、
供
奉
。
／
今
日
、

亥
剋
、
太
皇
太
后
宮
、
自　
二

前
備
後
守
源
相
方
朝
臣
二
条
宅　
一

、
還　
二

本
宮　
一

。
大
外
記
滋
野
善よ
し
と
き言

、
承　
二

宣
旨　
一

、
召　
二

仰
供
奉
諸
司　
一

。

　

こ
の
例
も
、「
卅
」
は
「
卌
」
の
間
違
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
八

月
大
、
九
月
小
で
、
三
十
八
日
間
の
宿
泊
で
あ
り
、
疑
問
が
残
る
。

　

さ
て
、
四
十
五
日
間
の
方
違
は
、
積
極
的
に
そ
の
場
所
に
忌
を
付
け
る

為
の
も
の
だ
っ
た
が
、「
四
十
五
日
の
忌
」
に
よ
っ
て
他
所
に
一
宿
す
る

方
違
は
、
居
所
に
四
十
五
日
間
連
泊
し
て
忌
が
付
く
の
を
防
ぐ
為
の
も
の

で
あ
る
。『
貞
信
公
記
』
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
十
二
月
一
日
条
「
満　
二

卅（
マ
マ
）五

日　
一

、
今
夜
宿　
二

南
厩　
一

、
為　
レ

避　
レ

忌
」
や
、
次
の
例
が
早
い
。
東
宮

（
師
貞
親
王
、
後
の
花
山
天
皇
、
時
に
八
歳
）
は
、
こ
の
年
（
大
将
軍
は

西
）
の
七
月
十
三
日
癸
未
に
、
左
近
衛
府
か
ら
西
方
の
凝
華
舎
に
移
御
し

た
が
（『
日
本
紀
略
』）、
九
月
に
は
ま
た
戻
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

⑰
『
日
本
紀
略
』
天
延
三
年
（
九
七
五
）
乙
亥
十
一
月
五
日
癸
酉
条
／

六
日
甲
戌
条

　
　

皇
太
子
、
自　
二

左
近
衛
府　
一

、
遷　
二

御
官
朝

あ
い
た
ん

所ど
こ
ろ　

一

。
為　
レ

避　
二

卌
五
日

忌　
一

也
。
／
帰　
二

御
左
近
衛
府　
一

。

　

『
小
右
記
』
に
は
、
実
資
女
の
例
が
見
え
る
。

　

⑱
『
小
右
記
』
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
乙
酉
六
月
二
十
一
日
甲
午
条

　
　

今
夜
、
度わ

た
す　

二

小
児
於
（
源
）
遠
業
朝
臣
宅　
一

。
為　
レ

令　
レ

違　
二

四
十
五
日

方　
一

。
暁
更
、帰
来
。

　

⑲
『
小
右
記
』
永
延
元
年
（
九
八
七
）
丁
亥
正
月
四
日
丁
卯
条

　
　

度　
二

小
児
於
高
行
宅　
一

、
令　
レ

違　
二

四
十
五
日
忌　
一

。

　
　

但
し
、
次
の
内
裏
焼
亡
当
日
の
記
事
は
、
公
家
の
例
で
あ
る
。

　

⑳
『
小
右
記
』
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
甲
寅
二
月
九
日
乙
丑
条

　
　

明
日
（
丙
寅
）、
天
一
、
可
在　
二

南
方　
一

。
夜
中
、（
三
条
天
皇
）
幸　
二

太
政
官
朝
所　
一

。（
中
略
）
中
宮
（
妍
子
）・
東
宮
（
敦
成
）、
移　
二

御

朝
所
東
舎　
一

。
諸
卿
、
参
入
。
相
府
北
方
（
源
倫
子
）、
乗　
二

手
輦　
一

、

参　
二

入
両
宮　
一

。（
中
略
）
先　
レ

是
、
左
府
（
道
長
）、
問　
二

御
在
所
於
（
賀

茂
）
光
栄
・
吉
平
等　
一

。
申
云
、「
蹔
し
ば
ら
く

御　
二

太
政
官　
一

、
移　
二

御
東
方　
一

（
枇
杷
殿
等
）、
尤
吉
。
縦
、
御　
二

太
政
官　
一

、
雖　
レ

令　
レ

過　
二

卌
五

日　
一

、
移　
二

御
東
方　
一

、
被　
レ

始　
レ

行　
二

造
営
事　
一

、
可　
レ

無　
二

其
忌　
一

〈
大
将

軍
、
在　
二

此
方　
一

（
北
）。
仍
、
所　
レ

被　
二

尋
問　
一

耳
〉。

　

波
線
部
に
、「
縦
ひ
、
太
政
官
に
御
し
、
四
十
五
日
を
過
ご
さ
し
む
る

と
雖
も
、
東
方
に
移
御
し
、（
内
裏
の
）
造
営
の
事
を
行
ひ
始
め
ら
る
る
、

其
の
忌
無
か
る
べ
し
」
と
あ
る
が
、
忌
は
太
政
官
に
付
き
、
内
裏
は
北
方

に
当
た
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
東
方
で
さ
ら
に
四
十
五
日
過
ぎ
て

か
ら
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
、
一
部
未
詳
の
点
が
あ
る
が
、
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
は
、
住

居
（
本
所
）
に
大
将
軍
の
忌
が
付
か
な
い
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
塞
が
っ
て

い
る
方
角
へ
の
移
徙
や
、
塞
が
っ
て
い
る
方
角
で
の
犯
土
な
ど
が
行
え
る

よ
う
に
、
他
所
（
旅
所
）
に
最
低
四
十
五
日
間
連
泊
す
る
か
、
あ
ら
か
じ

め
春
節
分
に
他
所
（
旅
所
）
で
一
泊
す
る
か
を
し
て
、
そ
こ
に
忌
を
付
け

た
。
但
し
、
忌
を
他
所
に
移
し
て
お
い
て
も
、
住
居
（
本
所
）
に
四
十
五

日
間
連
泊
す
る
と
忌
が
付
く
の
で
、
そ
れ
を
避
け
る
為
に
は
、
四
十
五
日

に
満
た
な
い
う
ち
に
、
他
所
（
旅
所
）
で
少
な
く
と
も
一
泊
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
こ
の
場
合
は
、
節
分
の
一
泊
と
は
異
な
り
、
そ
こ
に
忌
が
付
け

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
但
し
、
そ
こ
が
節
分
方
違
を
し
た
場
所
な
ら
、

忌
は
引
き
続
き
そ
こ
に
付
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
他
所
は
、
家
司
な
ど
下
位
の
者
の
家
宅
も
あ
る
が
、
複
数
の
邸
第

を
持
つ
貴
顕
は
、日
常
的
な
住
居
と
、方
違
や
土
忌
、「
所
避さ

り
た
る
物
忌
」

（
怪
所
を
離
れ
て
行
う
、
よ
り
厳
重
な
物
忌
）
な
ど
で
一
時
的
に
使
う
邸

第
を
、
使
い
分
け
て
い
た
。

　

し
か
し
、十
二
世
紀
に
な
る
と
、住
居
を
便
宜
的
に
「
旅
所
」
と
呼
び
、

節
分
に
一
泊
す
る
他
所
を
「
本
所
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
立
春
後
、
四
十
五
日
ご
と
に
定
期
的
に
「
本
所
」
に
一
泊
す

れ
ば
、
忌
が
「
本
所
」
に
付
き
、「
旅
所
」
に
付
く
こ
と
は
無
い
、
と
い

う
仕
組
み
が
作
ら
れ
た
。
な
お
「
本
所
」
以
外
に
忌
を
付
け
る
為
に
は
、

依
然
、四
十
五
日
間
連
泊
す
る
必
要
が
あ
っ
た
（『
玉
葉
』
承
安
三
年
〈
一

一
七
三
〉
四
月
八
日
条
）。

　

こ
の
よ
う
な
変
化
は
、『
中
右
記
』
等
の
日
記
の
ほ
か
に
、康
和
二
年
（
一

一
〇
〇
）
頃
に
成
立
し
た
賀
茂
家い
え
よ
し栄
の
編
著
に
も
見
え
て
い
る
。

　

�
『
陰
陽
雑
書
』
第
九
、
方
角
禁
忌
・
大
将
軍
方

　
　

『
暦
例
』
云
、「
大
将
軍
、
太
白
（
金
星
）
之
精
。（
中
略
）
常
行め
ぐ
り　

二

四
仲　
一

、
以　
二

正
四
方　
一

、
三
歳
一
移
。
百
事
、
不　
レ

可　
レ

犯
」
云
云
。『
尚

書
暦
』
云
、「
移
徙
・
嫁
娶
・
喪
送
・
作
屋
・
起
土
、
不　
レ

可　
三

触　
二

犯

之　
一

、大
凶
」。

　
　

今
案
、
在　
レ

卯
者
、寅
・
甲
・
卯
・
乙
・
辰
等
方
、同
不　
レ

可　
レ

犯　
レ

之
。

在　
二

午
・
酉
・
子　
一

之
年
、
可　
レ

據　
レ

之
。
又
件
方
修
理
事
、
遊　
二

行
他

方　
一

之
間
、
不　
レ

謂　
二

大
小　
一

、
行　
レ

之
、
無　
レ

忌
。（
中
略
。
大
将
軍
遊

行
方
）

　
　

同
方
違
事
、
住　
二

本
所　
一

之
人
、
毎
夜
、
違　
レ

之
。

　
　

今
案
、
本
所
者
、
自
領
之
宅
（
地
券
を
借
り
受
け
た
他
所
を
含
む
）

也
。
仮
令
、
大
将
軍
、
移　
レ

東
之
年
、
立
春
前
夜
、
違　
レ

方
之
後
、
毎

夜
、
可　
レ

違　
レ

之（「
本
所
」に
は
節
分
の
一
宿
後
は
宿
さ
な
い
）。
若
、

雖　
二

一
夜　
一

、
不　
レ

可　
レ

宿　
二

本
所　
一

。
宿
者
、
甚
以
大
凶
。
又
居　
二

旅
宿

所　
一

之
人
、不　
レ

満　
二

四
十
五
日　
一

、
違　
レ

之
。
旅
宿
所
者
、他
人
之
宅（「
旅

所
」。
実
際
は
日
常
的
な
住
居
、
本
宅
だ
が
、
便
宜
的
に
仮
住
ま
い

扱
い
を
す
る
）
也
。
立
春
前
夜
、
違　
レ

方
之
後
、
毎　
レ

至　
二

四
十
五

日　
一

、
如　
二

立
春
夜　
一

、
可　
レ

違　
レ

之（「
本
所
」に
一
泊
す
る
）。（
後
略
）

　

こ
の
後
、
十
二
世
紀
末
に
は
、
節
分
に
限
ら
ず
い
つ
で
も
「
本
所
」
と

す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
は
一
宿
で
忌
が
付
く
と
陰
陽
師
ら
が
述
べ
る

よ
う
に
な
る
（
前
掲
『
玉
葉
』。
実
践
は
文
治
元
年
〈
一
一
八
五
〉
十
二

月
十
七
日
・
十
八
日
条
等
）。
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四
、
十
五
日
方
違
、
十
五
日
に
一
宿
の
方
違

　

十
一
世
紀
中
に
、
王
相
は
「
十
五
日
」
間
の
宿
所
に
忌
が
留
ま
る
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
（『
陰
陽
略
書
』
一
、
諸
禁
忌
法
・
王
相
方
所
引

の
永
保
三
年
〈
一
〇
八
三
〉
賀
茂
道
家
の
勘
文
）、
最
低
十
五
日
間
、
他

所
に
宿
す
方
違
が
生
ま
れ
た
。

　

�
『
簾
中
抄
』
下
・
方
違 
附
土
忌

　
　

王
相
方
〈
三
月
め
ぐ
り
と
い
ふ
〉
春
三
月
、東
ふ
た
が
る
。
立
春
〈
正

月
節
〉
艮
王
・
震
相
。（
中
略
）
冬
至
〈
十
一
月
中
〉
坎
王
・
艮
相
。

こ
れ
も
、
大
将
軍
の
い
み
の
ご
と
し
。
方
違
は
、
人
の
家
に
て
十
五

日
を
た
が
ふ
べ
し
。
我
家
の
本
所
に
は
、
一
夜
も
と
ゞ
ま
ら
ず
。

　

王
相
も
、
節
分
方
違
や
十
五
日
間
の
方
違
を
行
っ
て
、
忌
を
自
邸
か
ら

他
所
に
移
し
て
お
い
て
も
、
そ
の
後
、
十
五
日
間
続
け
て
宿
す
と
、
自
邸

に
忌
が
付
い
て
し
ま
う
の
で
、そ
れ
を
避
け
る
為
に
、十
五
日
の
う
ち
に
、

他
所
に
少
な
く
と
も
一
宿
し
た
。
前
掲
�
の
続
き
も
引
い
て
お
く
。

　

�
『
中
右
記
』
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
五
月
十
九
日
条

　
　

夕
方
、
為　
レ

違　
二

十
五
日　
一

、
行　
二

向
鳥
羽
邦
宗
宿
所　
一

。

　

�
『
陰
陽
雑
書
』
第
九
、
方
角
禁
忌
・
王
相
方

　
　

立
春
艮
王
・
震
相
、（
中
略
）
冬
至
坎
王
・
艮
相
。

　
　

今
案
、
艮
者
、
丑
・
寅
之
間
也
。
震
者
、
寅
・
甲
・
卯
・
乙
・
辰
等

方
也
。
同
不　
レ

可　
レ

犯　
レ

之
〈
余
方
、
准　
レ

之
〉。『
新
撰
陰
陽
書
』
云
、

「
修
治
・
造
作
・
起
土
、
皆
凶
」。

　
　

同
方
違
事
、
住　
二

本
所　
一

之
人
、
毎
夜
、
違　
レ

之
。
立
春
前
夜
、
違　
レ

方

之
後
、
毎
夜
、
可　
レ

違　
レ

之
。
自
余
之
節
（
八
節
）、
亦
以
如　
レ

此
。

雖　
二

一
夜　
一

、
不　
レ

可　
レ

宿　
二

本
宅　
一

矣
。
居　
二

旅
宿
所　
一

之
人
、
不　
レ

満　
二

十

五
日　
一

、
違　
レ

之
。

　

節
分
か
ら
十
五
日
ご
と
と
い
う
こ
と
は
、
二
十
四
気
す
べ
て
の
前
日
で

あ
る
。

　

次
の
例
は
、
翌
四
月
十
八
日
が
「
五
月
節
芒
種
」
な
の
で
、
王
相
の
十

五
日
ご
と
に
一
宿
す
る
方
違
で
あ
ろ
う
。
二
月
一
日
に
閑
院
内
裏
が
火
災

に
遭
い
、
内
裏
は
冷
泉
富
小
路
内
裏
で
あ
る
。

　

�
『
弁
内
侍
日
記
』
宝
治
三
年
（
一
二
四
九
）
三
月
／
四
月

　
　

三
月
廿
八
日
、改
元
な
り
〈
建
長
と
い
ふ
〉。
／
（
四
月
）
十
七
日
、

御
方
違
の
行
幸
な
り
。（
内
裏
か
ら
）
今
出
川
殿
へ
成
る
。

五
、
日
記
文
学
と
和
歌
の
四
十
五
日
の
方
違

　

さ
て
次
に
、
平
安
時
代
の
文
学
作
品
の
例
を
見
て
い
き
た
い
。

　

四
十
五
日
間
他
所
に
滞
在
す
る
方
違
が
和
歌
に
も
見
え
る
こ
と
を
、
増

田
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（『
和
泉
古
典
叢
書　

枕
草
子
』昭
和
六
十
二
年
、

二
四
三
頁
）。

　

�
『
順
集
』
一
八
四

　
　
　
　

�

藤
原
の
遠と
を
か
ず量
の
、
御
四
十
五
日
の
忌
違
へ
に
、
家
に
詣
で
来
て

住
む
間
に
、
正
月
十
五
日
、
子ね

の
日
に
当
た
る
朝
、
粥
の
上
に

小
松
を
置
き
て
、
付
け
て
侍
る

　
　

時
し
ま
れ
今
日
に
し
会
へ
る
望も

ち

粥が
ゆ

は
松
の
千
歳
に
君
も
似
よ
と
か

　

源
順
が
自
宅
を
、
藤
原
遠
量
（
師
輔
男
、
忠
平
孫
）
の
方
違
所
と
し
て
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提
供
し
た
。
貴
人
の
四
十
五
日
方
違
を
下
位
者
が
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、

後
掲
の
�
『
落
窪
物
語
』、�
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
も
見
え
る
。
ま
た
、

長
期
間
ゆ
え
、「
住
む
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
蜻
蛉
日
記
』

の
二
例
目
�
の
「
住
み
所
」
と
同
じ
で
あ
る
。
�
『
夜
の
寝
覚
』
に
も
見

え
る
。

　

な
お
、
望
月
の
「
正
月
十
五
日
」
は
、『
土
佐
日
記
』
や
『
枕
草
子
』

で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
小
豆
等
の
「
粥
」
を
食
す
る
「
望
粥
」
の
節
供

で
あ
る（
七
日
の
節
供
は
七
草
の
羹
で
、粥
で
は
な
い
）。
ま
た
正
月
の「
子

の
日
」
は
、初は

つ

子
以
外
で
も
、「
小
松
」
を
引
き
、「
千
歳
」
の
長
寿
を
祈
っ

た
。
正
月
十
五
日
が
子
の
日
に
当
た
っ
た
の
は
、
朱
雀
朝
以
降
で
は
、
天

慶
七
年
（
九
四
四
）
戊
子
、同
八
年
壬
子
、天
禄
二
年
（
九
七
一
）
壬
子
、

天
延
二
年
（
九
七
四
）
甲
子
、
同
三
年
戊
子
、
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
丙

子
、
天
元
元
年
（
九
七
八
）
庚
子
で
あ
る
。
�
の
次
が
「
天
徳
四
年
（
九

六
〇
）
内
裏
歌
合
の
歌
」
な
の
で
、
そ
れ
よ
り
前
な
ら
天
慶
七
・
八
年
だ

が
、
朱
雀
朝
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

さ
て
、
や
は
り
『
蜻
蛉
日
記
』
の
二
例
が
、
散
文
で
は
早
い
。
共
に
兼

家
で
は
な
く
、
作
者
自
身
の
例
で
あ
る
。
男
性
貴
族
の
場
合
は
、
宮
中
に

宿
直
し
た
り
、
他
の
女
性
の
元
に
泊
っ
た
り
し
た
の
で
、
四
十
五
日
間
連

続
で
同
じ
場
所
（
自
宅
）
に
宿
泊
す
る
こ
と
が
稀
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ

の
忌
に
つ
い
て
は
、
前
章
で
見
た
史
料
の
例
で
、
女
性
や
子
供
が
多
い
所

以
で
あ
る
。
ま
た
、
上
中
流
階
級
で
な
け
れ
ば
、
知
識
も
余
裕
も
、
そ
し

て
長
期
の
犯
土
な
ど
を
行
う
必
要
も
無
い
の
で
、
方
違
は
行
わ
な
い
。

　

一
例
目
は
、
壬
戌
で
大
将
軍
が
南
の
年
の
五
月
二
十
日
過
ぎ
か
ら
七
月

六
日
ま
で
、
約
四
十
日
間
、
父
倫
寧
邸
で
過
ご
し
、
そ
の
後
、
七
月
十
五
、

六
日
ま
で
の
約
十
日
間
、
般
若
寺
で
過
ご
し
た
（
五
月
は
大
の
月
、
六
月

は
小
）。
倫
寧
邸
滞
在
が
四
十
五
日
に
満
た
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
忌
は
付

い
て
い
な
い
が
、
と
も
か
く
自
邸
で
四
十
五
日
間
続
け
て
宿
泊
し
て
「
四

十
五
日
の
忌
」が
付
く
こ
と
を
避
け
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
邸
か
ら
南
は
、

大
将
軍
方
に
な
ら
な
い
。

　

�
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
・
応
和
二
年
（
九
六
二
）
壬
戌
五
月
か
ら
七
月

（
一
二
三
頁
／
一
二
五－

一
二
六
頁
）

　
　

そ
の
こ
ろ
五
月
二
十
日
余
日
ば
か
り
よ
り
、
四
十
五
日
の
忌
た
が
へ

む
と
て
、
あ
が
た
あ
り
き
の
と
こ
ろ
に
渡
り
た
る
に
、
宮
（
章
明
親

王
）
た
だ
垣
を
隔
つ
る
と
こ
ろ
に
渡
り
た
ま
ひ
て
あ
る
に
、
六
月
ば

か
り
に
か
け
て
、
雨
い
た
う
降
り
た
る
に
、
誰
も
降
り
こ
め
ら
れ
た

る
な
る
べ
し
、
こ
な
た
は
、
あ
や
し
き
と
こ
ろ
な
れ
ば
／
か
か
る
ほ

ど
に
、
祓
（
夏
越
）
も
ほ
ど
も
過
ぎ
ぬ
ら
む
、
七
夕
は
明
日
ば
か
り

と
思
ふ
。
忌
も
四
十
日
ば
か
り
に
な
り
に
た
り
。（
私
は
）
日
ご
ろ

な
や
ま
し
う
て
、
咳
な
ど
い
た
う
せ
ら
る
る
を
、
も
の
の
け
に
や
あ

ら
む
、
加
持
も
こ
こ
ろ
み
む
、
せ
ば
ど
こ
ろ
（
倫
寧
邸
）
の
わ
り
な

く
暑
き
こ
ろ
な
る
を
、
例
も
も
の
す
る
山
寺
（
鳴
滝
の
般
若
寺
）
へ

登
る
。
十
五
六
日
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
盆
な
ど
す
る
ほ
ど
に
な
り
に
け

り
。（
中
略
）
さ
て
こ
こ
ち
も
こ
と
な
る
こ
と
な
く
て
、
忌
も
過
ぎ

ぬ
れ
ば
、（
寺
か
ら
）
京
に
出
で
ぬ
。

　

も
う
一
例
は
、
辛
未
で
大
将
軍
が
東
の
年
、
三
月
下
旬
か
ら
五
月
上
旬

ま
で
、
ま
た
父
倫
寧
邸
に
長
期
滞
在
し
た
。「
四
十
五
日
」
の
語
が
無
い
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の
で
、「
忌
」
の
語
や
期
間
か
ら
、『
新
編
全
集
』
の
頭
注
の
通
り
、
四
十

五
日
の
方
違
と
考
え
ら
れ
る
。忌
は
確
か
に
倫
寧
邸
に
付
い
た
。そ
の
後
、

自
邸
に
帰
っ
た
が
、
夫
兼
家
は
、
自
ら
の
物
忌
中
に
、
ま
だ
作
者
が
倫
寧

邸
に
滞
在
中
だ
と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
手
紙
を
門
の
下
か
ら
出
し
て
寄
越

し
た
。

　

�
『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
・
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
辛
未
三
月
か
ら
六
月

（
二
二
一
頁
／
二
二
四－

二
二
五
頁
）

　
　

い
ま
は
三
月
つ
ご
も
り
に
な
り
に
け
り
。
い
と
つ
れ
づ
れ
な
る
を
、

忌
も
た
が
へ
が
て
ら
、
し
ば
し
ほ
か
に
と
思
ひ
て
、
あ
が
た
あ
り
き

の
と
こ
ろ
（
倫
寧
邸
）
に
渡
る
。
／
（
端
午
も
過
ぎ
）
か
く
て
忌
果

て
ぬ
れ
ば
、
例
の
と
こ
ろ
（
自
邸
）
に
渡
り
て
、
ま
し
て
い
と
つ
れ

づ
れ
に
て
あ
り
。（
中
略
。
兼
家
に
前
渡
り
を
さ
れ
る
）
六
月
つ
い

た
ち
の
日
、「
御
物
忌
な
れ
ど
、御
門
の
下
よ
り
も
」
と
て
、文
あ
り
。

あ
や
し
く
め
づ
ら
か
な
り
と
思
ひ
て
見
れ
ば
、「
忌
は
い
ま
は
も
過

ぎ
ぬ
ら
む
を
、
い
つ
ま
で
（
父
邸
に
）
あ
る
べ
き
に
か
。
住
み
所
、

い
と
便
な
か
め
り
し
か
ば
、
え
も
の
せ
ず
。
物
詣
で
は
穢
ら
ひ
い
で

き
て
、
と
ど
ま
り
ぬ
」
な
ど
ぞ
あ
る
。
こ
こ
に
と
、
い
ま
ま
で
聞
か

ぬ
や
う
あ
ら
じ
と
思
ふ
に

　

「
忌
も
た
が
へ
が
て
ら
」
と
い
う
箇
所
に
、
予
防
と
し
て
の
方
違
ゆ
え

の
余
裕
が
感
じ
ら
れ
る
。
出
か
け
る
前
日
又
は
数
日
前
の
必
須
の
方
違
と

は
異
な
っ
た
。

　

『
和
泉
式
部
日
記
』
に
も
、
癸
卯
で
大
将
軍
が
北
の
年
の
、
帥
の
宮
敦

道
親
王
の
四
十
五
日
間
の
方
違
が
見
え
る
。
宮
は
大
宰
の
帥
（
長
官
）
だ

が
、
親
王
が
任
ぜ
ら
れ
る
名
誉
職
で
、
勤
務
は
し
な
い
。
な
お
、
こ
の
直

前
が
、
女
の
「
物
忌
」
で
あ
る
。

　

�
『
和
泉
式
部
日
記
』
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
癸
卯
（
六
七－

六
八

頁
）

　
　

（
和
歌
の
贈
答
後
、
宮
は
）
そ
の
日
も
暮
れ
に
お
は
し
ま
し
て
、
こ

な
た
の
ふ
た
が
れ
ば
、（
私
を
）
忍
び
て
ゐ
て
お
は
し
ま
す
。
こ
の

ご
ろ
は
四
十
五
日
の
忌
た
が
へ
せ
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
、
御
い
と
こ
の

三
位
（
道
兼
男
の
兼
隆
）
の
家
に
お
は
し
ま
す
。
例
な
ら
ぬ
所
に
さ

へ
あ
れ
ば
、「
見
苦
し
」と
聞
こ
ゆ
れ
ど
、し
ひ
て
ゐ
て
お
は
し
ま
し
、

御
車
な
が
ら
人
も
見
ぬ
車
宿
に
引
き
立
て
て
、（
宮
は
邸
内
に
）
入

ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
お
そ
ろ
し
く
思
ふ
。
人
し
づ
ま
り
て
ぞ
お
は

し
ま
し
て
、
御
車
に
た
て
ま
つ
り
て
（
お
乗
り
に
な
っ
て
）、
よ
ろ

づ
の
こ
と
の
た
ま
は
せ
契
る
。（
中
略
）
明
け
ぬ
れ
ば
、や
が
て
（
家

に
）
ゐ
て
お
は
し
ま
し
て
、
人
の
起
き
ぬ
さ
き
に
と
い
そ
ぎ
（
三
位

邸
に
）
帰
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
つ
と
め
て
（
明
る
く
な
っ
て
か
ら
）

　
　
　
　

�

寝
ぬ
る
夜
の
寝
覚
の
夢
に
な
ら
ひ
て
ぞ
ふ
し
み
（
伏
見
・
臥
し

見
）
の
里
を
今
朝
は
起
き
け
る

　

宮
は
、
女
の
家
の
方
角
が
塞
が
っ
て
い
た
の
で
泊
る
こ
と
は
で
き
ず
、

ま
た
、
自
ら
の
四
十
五
日
間
の
方
違
中
な
の
で
、
三
位
兼
隆
邸
に
宿
泊
し

な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
夜
、
女
と
過
ご
す
為
に
は
、
彼
女
を
牛

車
で
連
れ
出
す
し
か
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
三
位
邸
の
車
宿
に
止

め
た
牛
車
の
中
で
、
朝
を
迎
え
た
。

　

以
上
は
、
虚
構
で
は
な
い
例
で
あ
る
。
も
う
一
例
、
和
歌
の
例
を
挙
げ
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て
お
く
。
成じ

ょ
う
じ
ん尋
阿
闍
梨
母
は
、
源
俊
賢
女
で
あ
る
。

　

�
『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』
一
五
一
・
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
癸
丑

　
　
　
　

�
「
言
ふ
に
も
余
る
」
と
昔
の
人
の
言
ひ
け
る
、
虚
言
に
は
あ
ら

ざ
り
け
り
、
と
ぞ
思
ひ
知
ら
る
る
。
よ
り
長
ら
へ
ん
わ
ざ
に
は

あ
ら
で
、
死
な
む
折
は
思
ひ
出
で
て
。
こ
の
方
の
塞
が
り
た
る

ほ
ど
、
律
師
（
成
尋
の
兄
）、
四
十
五
日
の
方
違
に
、
三
月
十

四
日
、
罷
り
た
る
に
、
躑
躅
の
い
み
じ
う
咲
き
た
る
を
、
幼
き

者
ど
も
の
取
り
寄
せ
て
、
こ
れ
か
れ
と
持
て
来
て
見
す
れ
ば

　
　

拝
ま
ね
ど
花
盛
り
な
る
山
寺
に
躑
躅
見
て
き
（
慎
み
て
き
）
と
人
に

語
ら
ん

　

な
お
『
講
談
社
学
術
文
庫
』（
宮
崎
荘
平
氏
、昭
和
五
十
四
年
）
の
「
四

十
五
日
の
方
違
へ
」
の
注
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
破
線
部
は
省
く
べ
き

だ
が
、「
王
相
」
で
は
な
く
、「
大
将
軍
」
と
正
し
く
明
記
さ
れ
て
い
る
点

が
注
目
さ
れ
る
。

　
　

大
将
軍
の
方
角
（
陰
陽
道
で
い
う
八
将
神
の
一
つ
で
あ
る
大
将
軍
の

遊
行
す
る
方
角
）
を
避
け
て
、
四
十
五
日
間
、
他
家
に
宿
泊
す
る
当

時
の
慣
習
。
四
十
五
日
の
方
違
を
し
た
の
は
律
師
で
、
作
者
は
律
師

の
方
違
え
先
に
方
違
え
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）そ
の
方
違
え
先
は
、

あ
と
の
歌
か
ら
、「
山
寺
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
さ
ら
に

そ
の
あ
と
に
、「
仁
和
寺
よ
り
帰
り
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

仁
和
寺
近
辺
の
山
寺
で
、
仁
和
寺
と
呼
ん
で
も
よ
い
よ
う
な
所
で

あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

六
、
物
語
の
四
十
五
日
の
方
違

　

作
り
物
語
に
も
、
女
性
達
の
例
が
見
ら
れ
る
。
物
語
作
者
が
用
い
、
読

者
が
納
得
す
る
ほ
ど
、
貴
族
女
性
達
に
普
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

『
落
窪
物
語
』
で
は
、
侍
女
の
あ
こ
ぎ
が
、
生
活
不
如
意
な
落
窪
の
姫

君
の
結
婚
三
日
夜
の
為
の
調
度
品
の
借
用
や
餅
・
果
物
の
用
意
を
、
手
紙

で
和
泉
守
の
正
妻
で
あ
る
自
ら
の
お
ば
に
頼
む
際
、
高
貴
な
女
性
の
四
十

五
日
方
違
に
よ
る
長
期
滞
在
を
口
実

0

0

と
し
て
い
た
。『
新
編
全
集
』
の
頭

注
に
は
、
二
箇
所
に
「
天
一
神
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
大
将
軍
神
で

あ
る
。

　

�
『
落
窪
物
語
』
巻
一
（
五
〇－

五
一
頁
／
五
五
頁
）

　
　

恥
づ
か
し
き
人
の
、
方
違
に
曹
司
に
も
の
し
た
ま
ふ
べ
き
に
、
几
帳

一
つ
。
／
い
と
う
れ
し
う
。
聞
こ
え
さ
せ
た
り
し
物
を
、
賜
は
せ
た

り
し
な
む
、
よ
ろ
こ
び
き
こ
え
さ
す
る
。
ま
た
〈
あ
や
し
〉
と
は
、

思
さ
る
べ
け
れ
ど
、
今
宵
餠
な
む
、
い
と
あ
や
し
き
さ
ま
に
て
、
用

侍
る
。
取
り
交
ず
べ
き
く
だ
物
な
ど
侍
り
ぬ
べ
く
は
、
少
し
賜
は
せ

よ
。〈
ま
ら
う
と
な
む
、
し
ば
し
〉
と
思
ひ
は
べ
り
し
を
、
四
十
五

日
の
方
違
ふ
る
に
な
む
侍
り
け
る
。
さ
れ
ば
、
こ
の
物
ど
も
は
し
ば

し
侍
る
（
し
ば
ら
く
必
要
に
な
る
）
べ
き
を
、
い
か
が
か
。
盥
、
半

挿
の
清
げ
な
ら
む
を
、
し
ば
し
賜
は
ら
む
。

　

こ
の
方
違
は
、
全
く
実
体
が
無
い
が
、
実
際
の
四
十
五
日
方
違
を
迎
え

る
側
の
用
意
が
具
体
的
に
わ
か
る
。

　

『
源
氏
物
語
』
に
も
、
登
場
人
物
達
が
、
四
十
五
日
間
で
は
な
い
が
、
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「
方
違
」
に
か
こ
つ
け
て
女
性
の
家
を
訪
れ
た
り
、
実
態
の
無
い
物
忌
を

口
実
に
人
払
い
を
し
た
り
す
る
例
が
散
見
す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
先
例
が

『
落
窪
』
に
あ
る
こ
と
を
、
夙
に
重
松
信
弘
氏（

８
）や

加
納
氏
ら
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

　

ま
た
、「
四
十
五
日
」
と
の
明
記
は
無
い
が
、
夕
顔
が
行
っ
て
い
た
方

違
は
、
原
因
が
大
将
軍
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
期
間
の
長
さ
か
ら
も
、
四
十

五
日
間
の
方
違
と
わ
か
る
。

　

�
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
（
⑴
一
四
三
頁
／
一
八
六
頁
）

　
　

「
い
と
忍
び
て
、
五
月
の
こ
ろ
ほ
ひ
よ
り
も
の
し
た
ま
ふ
人
な
ん
あ

る
べ
け
れ
ど
（
後
略
）」
／
（
右
近
が
源
氏
に
）「（
夕
顔
は
、
頭
の

中
将
の
正
妻
の
右
大
臣
家
に
脅
さ
れ
て
）
西
の
京
に
御
乳
母
住
み
は

べ
る
所
に
な
ん
這
ひ
隠
れ
た
ま
へ
り
し
。
そ
れ
も
い
と
見
苦
し
き
に

住
み
わ
び
た
ま
ひ
て
、
山
里
に
移
ろ
ひ
な
ん
と
思
し
た
り
し
を
、
今

年
よ
り
は
塞
が
り
け
る
方
（
大
将
軍
）
に
は
べ
り
け
れ
ば
、
違
ふ
と

て
、
あ
や
し
き
所
（
五
条
の
小
家
）
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
を
見
あ
ら

は
さ
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
る
こ
と
と
思
し
嘆
く
め
り
し
。（
後
略
）」

　

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
方
違
中
に
、
隣
家
の
乳
母
を
見
舞
っ
た
源
氏

と
の
関
係
が
生
じ
る
。

　

『
寝
覚
物
語
』
の
「
四
十
五
日
違
へ
」
は
、
但
馬
守
女
（
母
親
は
対
の

君
の
姉
）
が
、
結
婚
・
移
徙
に
備
え
て
、「
僧
都
」（
対
の
君
ら
の
兄
）
の

九
条
家
で
行
っ
た
。
同
じ
時
期
に
同
所
で
、
太
政
大
臣
家
の
中
の
君
（
寝

覚
の
君
）
も
、
怪
異
占
の
結
果
に
よ
る
「
所
さ
り
て
忌
み
給
ふ
べ
き
」
物

忌
を
行
っ
た
の
で
、
男
君
は
相
手
を
中
流
階
級
の
女
だ
と
誤
解
し
て
し
ま

う
。『
源
氏
』
の
帚
木
巻
や
夕
顔
巻
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、他
所
で
の
「
物

忌
」
と
の
組
み
合
せ
や
、「
四
十
五
日
違
へ
」
を
明
記
し
た
点
が
新
し
い
。

し
か
も
、『
源
氏
』
の
帚
木
三
帖
と
異
な
り
、
物
語
の
主
題
に
繋
が
る
、

冒
頭
の
最
も
重
要
な
主
人
公
の
男
女
の
出
会
い
に
用
い
た
。

　

�
『
寝
覚
物
語
』
巻
一
（
二
三
頁
／
二
五－

二
七
頁
）

　
　

七
月
一
日
、
い
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
も
の
の
さ
と
し
（
怪
異
）
し

た
り
。（
太
政
大
臣
は
）お
ぼ
し
お
ど
ろ
き
て
、物
問
は
せ（
怪
異
占
）

た
ま
へ
ば
、「
中
の
姫
君
の
御
年
あ
た
り
て
（
年
当
）、
重
く
つ
つ
し

み
た
ま
ふ
べ
し
（
病
事
物
忌
）」
と
な
む
、
あ
ま
た
の
陰
陽
師
か
ん

が
へ
申
し
た
り
。
／
法
性
寺
の
僧
都
、
九
条
に
い
と
を
か
し
き
所
領

ず
る
を
、
と
き
ど
き
、
心
や
す
き
所
に
て
ぞ
、
対
の
君
（
中
の
君
の

母
方
の
従
姉
で
世
話
役
）
ま
か
で
な
ど
し
け
る
。
殿
の
い
そ
ぎ
（
姉

の
大
い
君
の
結
婚
準
備
）、
近
う
な
り
わ
た
れ
ば
、
い
と
も
の
騒
が

し
う
、
お
ほ
か
た
な
れ
ば
、
か
た
き
御
物
忌
に
て
悪
し
か
る
べ
け
れ

ば
、所
さ
り
て
忌
み
た
ま
ふ
べ
き
な
れ
ば
、「
そ
こ
（
九
条
家
）
に
て
」

と
て
、
対
の
君
ば
か
り
を
添
へ
て
、
い
と
い
み
じ
く
忍
び
て
。
こ
の

夏
、
但
馬
守
の
女
、
婿
取
り
せ
む
と
て
か
し
づ
く
も
、
あ
た
ら
し
き

所
に
渡
す
べ
き
も
、
方
の
ふ
た
が
り
け
れ
ば
、
四
十
五
日
違
へ
に
、

そ
こ
に
ぞ
あ
ら
せ
け
る
。（
中
略
）（
中
の
君
の
）
御
物
忌
は
十
七
日

な
り
け
れ
ば
、
こ
れ
（
但
馬
守
女
と
中
の
君
の
二
人
で
月
を
眺
め
た

こ
と
）
は
十
六
日
の
夜
な
り
。（
中
略
。
こ
の
十
六
日
、
東
隣
に
乳

母
を
見
舞
い
に
来
た
姉
大
い
君
の
婚
約
者
の
中
納
言
が
、
中
の
君
・

但
馬
守
女
・
対
の
君
の
三
人
の
合
奏
を
聞
き
、
乳
母
子
の
行
頼
に
誰
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な
の
か
た
ず
ね
る
と
）「
法
性
寺
の
僧
都
の
領
ず
る
所
に
は
、
こ
の

六
月
よ
り
、
今
の
但
馬
守
時
明
の
朝
臣
の
女
な
ん
、
渡
り
て
住
み
さ

ぶ
ら
ふ
な
り
。
月
明
き
夜
は
、
か
く
こ
そ
遊
び
さ
ぶ
ら
へ
」
と
き
こ

ゆ
れ
ば

　

但
馬
守
女
は
、
中
流
階
級
の
女
性
で
あ
る
。
道
綱
母
も
そ
う
だ
が
、
夫

は
摂
関
家
だ
っ
た
。
後
期
物
語
に
な
る
と
、
陰
陽
道
の
重
み
が
増
す
と
共

に
、
四
十
五
日
方
違
を
行
う
階
層
の
広
が
り
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
談
話
集
・
説
話
集
・
軍
記
物
語
で
は
未
見
だ
が
、
後
期
物
語
と

同
じ
頃
に
成
立
し
た
歴
史
物
語
の
『
栄
花
物
語
』
の
例
が
、
知
ら
れ
て
い

る
。
従
兄
の
実
資
の
『
小
右
記
』
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
（
万
寿
二
年

〈
一
〇
二
五
〉十
二
月
八
日
条
・
十
九
日
条
）、公
任
は
、万
寿
三
年
丙
寅
、

大
将
軍
が
北
に
移
る
年
に
北
山
の
長な

が
た
に谷
寺
に
堂
を
建
立
す
る
為
に
、
前
年

の
十
二
月
十
九
日
丁
卯
（
移
徙
吉
日
）
か
ら
二
月
ま
で
四
十
五
日
以
上
滞

在
し
て
忌
を
移
す
と
告
げ
て
、
北
山
に
移
っ
た
。
そ
の
間
の
正
月
四
日
に

出
家
し
て
い
る
。
こ
の
例
は
、
立
春
（
正
月
十
日
）
を
跨
い
で
い
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。

　

�
『
栄
花
物
語
』
こ
ろ
も
の
た
ま
（
⑶
四
二－

四
三
頁
／
四
八
頁
）

　
　

（
公
任
は
）「
長
谷
に
堂
建
て
ん
と
思
ふ
に
、
北
に
当
り
た
れ
ば
、

い
と
恐
ろ
し
け
れ
ば
、
か
の
寺
に
年
の
う
ち
に
行
き
て
、
四
十
五
日

そ
こ
に
て
過
ぐ
し
て
、
来
年
の
二
月
ば
か
り
に
な
ん
（
寺
か
ら
）
京

に
出
づ
べ
き
」
な
ど
い
ふ
こ
と
を
の
た
ま
は
せ
つ
つ
（
中
略
）
か
く

て
長
谷
の
出
立
を
せ
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
（
中
略
）
十
二
月
の
十
六
日

の
ほ
ど
な
り
け
り
。
／
か
く
て
女
房
な
ど
に
も
、「
来
年
二
月
十
日

ほ
ど
に
は
出
で
ぬ
べ
し
。
そ
の
ほ
ど
心
細
し
と
思
は
で
あ
る
ば
か
り

ぞ
」（
中
略
）
十
二
月
の
十
九
日
に
ぞ
、
長
谷
へ
入
ら
せ
た
ま
へ
ば

　

な
お
『
栄
花
』
正
編
の
方
違
は
、
こ
の
前
に
も
う
一
例
あ
り
（
後
く
ゐ

の
大
将
⑵
三
九
二
頁
・
万
寿
元
年
二
月
二
十
二
日
己
酉
の
道
長
の
方
違
）、

続
編
に
も
三
例
あ
る
（
暮
ま
つ
ほ
し
⑶
二
九
七－

二
九
八
頁
、
根
あ
は
せ

⑶
三
四
七
頁
、
松
の
し
づ
ゑ
⑶
四
四
六
頁
）。
続
編
に
は
、
日
時
勘
申
の

例
は
無
い
が
、
陰
陽
道
の
要
素
が
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
主
に
大
将
軍
の
禁
忌
に
よ
る
四
十
五
日
間
の
方
違
の
例
を
見
て

き
た
。
女
性
の
例
も
少
な
く
な
い
（
⑯
�
�
�
�
�
）
の
は
、
自
宅
に
四

十
五
日
以
上
滞
在
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
為
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
あ
り
、
公
的
活
動
な
ど
は
し
て
い
な
く

と
も
、
他
所
に
四
十
五
日
間
宿
泊
し
て
忌
を
移
し
た
り
、
四
十
五
日
未
満

で
他
所
に
一
泊
し
て
自
宅
（
当
初
の
本
所
）
に
忌
が
付
か
な
い
よ
う
に
し

た
り
し
た
の
は
、
移
徙
や
犯
土
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
方

違
自
体
、
あ
る
程
度
の
地
位
を
示
す
も
の
で
、
節
分
方
違
は
貴
族
層
に
普

及
し
て
い
た
が
、
こ
の
四
十
五
日
の
忌
の
方
違
を
行
う
層
は
、
少
な
く
と

も
平
安
中
期
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
下
の
品
」
の
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
夕
顔
も
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
登
場
人
物
に
も
読
者
に
も
与
え
た
五
条
小
家
へ
の
方
違

こ
そ
が
、「
三
位
中
将
」（
⑴
一
八
五
頁
）
の
娘
ら
し
さ
を
表
わ
す
こ
と
に

な
る
。
読
み
方
へ
の
影
響
の
可
能
性
の
一
例
と
し
て
、挙
げ
て
お
き
た
い
。
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注

１　

加
納
重
文
氏
「
方
忌
考
」（『
秋
田
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
昭
和

四
十
八
年
二
月
／
『
平
安
文
学
の
環
境　

後
宮
・
俗
信
・
地
理
』）。

２　

他
に
、『
紫
式
部
日
記
』
に
見
え
る
、彰
子
が
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）

九
月
十
一
日
戊
辰
の
敦
成
出
産
の
際
に
、
土
御
門
の
寝
殿
の
母
屋
か
ら

北
廂
に
移
っ
た
の
は
、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
山
本
利
達
氏
、
昭
和

五
十
五
年
）
の
指
摘
の
通
り
、
日に

ち
ゆ
う遊
神
を
避
け
た
も
の
で
あ
る
。『
御

堂
関
白
記
』
自
筆
本
の
同
日
の
暦
注
に
、「
日
遊
在
内
」
と
明
記
さ
れ

て
い
る
。

３　

拙
稿
「
物
忌
（
か
た
た
が
へ
）」（
糸
井
通
浩
・
神
尾
暢
子
両
氏
編
『
王

朝
物
語
の
し
ぐ
さ
と
こ
と
ば
』
清
水
堂
出
版
、
平
成
二
十
年
）。

４　

前
掲
や
後
掲
の
先
行
研
究
の
他
に
、
岡
本
充
弘
氏
「
院
政
期
に
お
け

る
方
違
」（
村
山
修
一
氏
他
編
、『
陰
陽
道
叢
書　

1
古
代
』
名
著
出
版
、

平
成
三
年
）、
細
井
浩
志
氏
『
日
本
史
を
学
ぶ
た
め
の
〈
古
代
の
暦
〉

入
門
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
六
年
）
を
参
照
し
た
。

５　

本
文
の
引
用
は
、
散
文
の
文
学
作
品
は
、『
新
編
枕
草
子
』（
お
う
ふ

う
）
以
外
、す
べ
て
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
が
、

改
行
は
省
く
。
ル
ビ
は
解
釈
に
影
響
す
る
部
分
の
み
挙
げ
る
。
漢
数
字

は
頁
数
、『
新
編
全
集
』
の
二
冊
目
以
降
に
所
収
の
巻
は
、
⑵
な
ど
で

何
冊
目
で
あ
る
か
を
示
す
。
和
歌
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
り
、

漢
字
・
仮
名
を
当
て
た
。

　
　

陰
陽
道
書
は『
日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
』（
中
村
璋
八
氏
、汲
古
書
院
、

昭
和
六
十
年
、
増
補
平
成
十
二
年
）、
日
記
は
『
大
日
本
古
記
録
』、
そ

れ
に
無
い
も
の
は『
増
補
史
料
大
成
』、『
日
本
三
代
実
録
』『
日
本
紀
略
』

『
本
朝
世
紀
』
は
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』、『
拾
芥
抄
』
は
『
改
訂
増

補
故
実
叢
書
』、『
簾
中
抄
』
は
『
改
訂
史
籍
集
覧
』
に
よ
る
。
漢
文
の

句
読
点
・
返
り
点
や
『　

』「　

」
は
、す
べ
て
私
意
に
よ
り
付
し
た
。

　

〈　

〉
は
割
注
で
、
傍
線
類
と
（　

）
は
引
用
者
に
拠
る
。

６　

山
下
克
明
氏
『
平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
』（
岩
田
書
院
、

平
成
八
年
）
他
。
同
氏
の
近
刊
『
日
記
で
読
む
日
本
史
2　

平
安
貴
族

社
会
と
具
注
暦
』（
臨
川
書
店
、
平
成
二
十
九
年
）
は
、
日
時
・
方
角

禁
忌
を
中
心
に
、
一
般
向
け
に
よ
り
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
お
り
、

注
４
の
細
井
氏
の
著
書
と
共
に
、
平
安
文
化
や
貴
族
ら
の
生
活
な
ど
を

理
解
す
る
為
の
必
読
文
献
と
言
え
る
。

７　

増
田
繁
夫
氏
「
節
分
・
節
分
方
違
」（『
日
本
古
典
評
釈
・
全
注
釈
叢

書　

月
報
30　

枕
冊
子
全
注
釈　

四
』
昭
和
五
十
八
年
三
月
）。

８　

重
松
信
弘
氏
『
源
氏
物
語
の
思
想
』（
風
間
書
房
、昭
和
四
十
六
年
）。


